


 

・稚内市新規就農支援事業について 
 稚内市では、新規就農支援条例に基づき、新しく農業を始めようとする方を、

以下の４つの事業で応援します。 

 

１．経営開始奨励金・・・農業経営を始めたときに、一律で 100 万円を支給。 

２．経営自立補助金・・・就農後 5 年間、農地や農業用施設、家畜賃借料の

1/2 の補助。 

３．経営安定補助金・・・就農後 3 年間、就農してから 1 年以内に取得した 

施設等の固定資産税相当額の補助。 

４．営農実習奨励金・・・就農に向けた実習を始めてから 2 年以内の期間、 

毎月 20 万円以内の奨励金の支給。 

・北宗谷農業協同組合の支援について 

経営開始から３年間、毎年 100 万円を支給 

合計 300 万円を支給 

【お問い合わせ先について】 
稚内市役所建設産業部農政課農業振興・委員会グループ 

（ 稚 内 市 担 い 手 育 成 総 合 支 援 協 議 会 事 務 局 ） 

〒097-8686 稚内市中央 3 丁目 13 番 15 号 

TEL：0162-23-6481 FAX：0162-23-7999 

メ ー ル ： n o u s e i @ c i t y . w a k k a n a i . l g . j p 

 

詳しくはこちらから 

稚内市 HP（就農支援） 

mailto:nousei@city.wakkanai.lg.jp

